
日本プライマリ・ケア連合学会認定 プライマリ・ケア看護師 

更新手続きにおけるポイント換算表 

 

1.以下の項目から、認定期間中に必須項目から 10 ポイント以上、選択項目と合算して 50 ポイント（必須項目のみで 50ポイントでも可）を取得する必要があります。 

2.証明書類の不備、不足によりポイントが 50 ポイントに満たない場合は、書類の再提出が必要となります。 

項目 詳細 ポイント 証明書類 備考 

必須項目 

1 学会活動： 

日本プライ

マリ・ケア連

合学会 

本学会が主催する学術大会への参加 10/1 回 参加証明書 上限なし 

2 本学会地域ブロック支部が主催する学術集会，研修会，講演会への参

加 

5/1 回 参加証明書または受

講証 

上限なし 

3 本学会が実施するプライマリ・ケア看護学ワークショップ受講 5/3 単位 ※ 受講証 1 テーマ(3 単位)につき 5 ポイント（上限な

し） 

選択項目 

4 事例提出 ルーブリックのテーマから選択する 10 事例報告書 ・1 事例につき 10 ポイントとする 

・内容の審査を行い、ポイント認定される 

5 学会活動： 

学術集会 

※学会は問

わない 

シンポジスト、パネリスト 10 発表者・発表内容が

確認できる抄録集の

該当頁の写しまたは

依頼状 

自分で作成した word や Powerpoint などの 

資料は不可 一般演題：筆頭 8 

一般演題：共同演者 2 

交流集会企画・運営 10 

6 学会活動： 

日本プライ

マリ・ケア連

合学会 

地方大会等での交流会の企画 10 依頼状  

委員会委員長、看護師部会部門長、地方ブロック看護師部会長 10 依頼状 1 期（2 年）満了で 10 ポイントとする 

委員会委員、看護師部会部門委員、協力委員 5 依頼状 1 期（2 年）満了で 5 ポイントとする 

秋季生涯教育セミナー受講 3/1ws 参加証 1 ワークショップ(ws)につき 3pt とする 

 

e-ラーニング WEB 講座受講 ※ 受講証 ※受講証記載の単位数をポイントとして認定 

地方や委員会企画のセミナー受講 ※ 受講証 ※受講証記載の単位数をポイントとして認定 

本学会公式ホームページ：ナースのお仕事への寄稿 5 ホームページの記事

の URL 

 



7 講演・講義・ 

ファシリテ

ーター 

専門職への研修などの講師（院外・他施設） 10 講演・講義日程・講

師名の記載があるチ

ラシ、プログラムや

依頼書 

自分で作成した講義資料スライドは不可 

住民・市民向け講座の講師 10 

院内研修の講師 5 

本学会が主催するプライマリ・ケア看護学ワークショップ ファシリ

テーター 

5 依頼状または 

ファシリテーター証

明書 

9 時間＝5 ポイントとする（上限なし） 

8 論文掲載 

※雑誌は問

わない 

学術論文（査読あり）：筆頭著者 10 発表者・発表内容が

確認できる掲載され

た論文・雑誌記事の

写し 

 

学術論文（査読あり）：共著者 5  

依頼原稿（学会誌、医・看護学系雑誌、プライマリ・ケア連合学会の

実践誌） 

8 インタビュー記事は対象外 

 
 


